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出張講習致します
　御社へ出張して各種講習いたします。お問合せ等お待ちしております。
　（※原則、労働基準協会会員会社で名古屋市近郊の事業場）
＜最近の出張講習実績＞
　・安全管理者選任時研修
　・雇入れ時（新入社員等）安全衛生教育
　・自由研削といし特別教育
　・酸素欠乏等危険作業特別教育
　・粉じん作業特別教育
　・石綿使用解体業務特別教育　　　
　・低圧電気取扱者特別教育
　　（開閉器の操作業務のみ）
　・化学物質管理者講習（1日）　　　 他
　上記以外もぜひご相談ください。

　　　　名古屋東労働基準協会
　　　　　　　　　Tel 　　052-890-4466
　　　　　　　　　Fax 　　052-890-4477
　　　　　　　　　E-Mail　kyokai@meito-roukyo.jp



労働安全衛生法第66条による検査

じん肺法第８条の規定による検査

有機溶剤中毒予防規則第29条の規定による検査

鉛・水銀・クローム・赤紫外線・電離放射線等の

作業に従事する方の検査

免疫学的及び生化学的・血液検査全般

……

……

……

……

……

健　康　診　断

検診事務所　名古屋市昭和区小桜町２－29－２　寿ビル２階
TEL.７４１－４０１２　　FAX.７３３－０８６９

一般定期健康診断

じ ん 肺 健 康 診 断

有機溶剤健康診断

特 殊 健 康 診 断

血 液 検 査

消 化 器 検 診

○

○

○

○

○

○ 心 電 図 検 診○ 各 種 機 能 検 査○

一般財団法人　平　林　移　動　集　団　検　診　所

明るい職場は　まず健康診断から
◎労働安全衛生法による　健康診断（巡回）

☆定期健診・特殊健診（じん肺・有機溶剤・鉛・特定化学物質等）
◎生活習慣病健康診断（巡回）

☆胃部レントゲン・血液検査・心電図・腹部超音波（エコー）検査
　・腫瘍マーカー検査・眼底検査等

◎作業環境測定
☆粉じん・鉛・有機溶剤・特定化学物質等

◎人間ドック
☆東海診療所（名古屋市中村区名駅南　名古屋三井ビルディング新館３Ｆ）　　
　　　　　　　TEL 052−582−0751　FAX 052−582−6968

お申込みは、書面（またはハガキ）並びに電話（またはファックス）のいずれでも、
ご連絡をお願い申し上げます。
　名古屋東労働基準協会指定
　健康診断機関等名簿登載（１−13−03）・作業環境測定機関等名簿登載（23−44）
	 				一般財団法人

　　　	　		全日本労働福祉協会	東海支部
　　〒457−0832　名古屋市南区浜中町１−５−１　　 　052−602−4747

 　　　　　ＦＡＸ052−602−6821



名古屋東労働基準協会　主催・受付
・【名古屋東労働基準協会】のホームページからお申し込み願います。

講習会名　・　開催月
2024年度 2025年度 受講料

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 会員 非会員

特
　
別
　
教
　
育
　
・
　
安
　
全
　
衛
　
生
　
教
　
育
　
等

安全衛生推進者養成講習会* 17・18 14・15 9・10 27・28 〇 〇 14,850

衛生推進者養成講習会* 3 10 9,570

化学物質管理者講習（１日） 12 〇 15,000 17,000

保護具着用管理責任者 19 9 〇 15,000 18,500

安全管理者選任時研修 15・16 16・17 16・17 〇 〇 17,800 19,800

職長等の教育（製造業等）* 4・5 13・14 16・17 22・23 〇 〇 14,700 18,800

職長・安全衛生責任者教育（建設業）* 12・13 26・27 〇 〇 〇 15,500 19,800

雇入れ時（新入社員等）安全衛生教育 10 7,020 8,860

雇入れ時安全衛生教育* 9 7,300 9,500

自由研削といし特別教育 21 17 〇 9,260 11,610

動力プレス特別教育 21・23 18・20 8・10 14・15 18・20 12,120 15,380

低圧電気取扱者特別教育（１日・実技あり） 13 20 17 〇 〇 8,350 10,490

低圧電気取扱者特別教育（２日・実技あり） 13・14 2・3 21・22 19,800 22,000

高圧・特別高圧電気特別教育（２日・学科のみ） 〇 14,250 18,330

アーク溶接特別教育 4・5・7 3・4・6 16,800 19,800

足場組立て等特別教育* 24 3 9 〇 7,100 9,000

フルハーネス型特別教育* 10 19 22 15 10 〇 〇 9,500 11,500

酸素欠乏等危険作業特別教育 1 8 8,400 10,500

ダイオキシン類特別教育 16 7,330 9,160

粉じん作業特別教育* 14 7 5 7,300 9,200

携帯用丸のこ盤従事者安全教育* 7 11 7,300 8,900

振動工具取扱作業者安全衛生教育* 〇 7,300 8,900

フォークリフト従事者安全衛生教育* 2 2 4 7,700 9,700

職長・安全衛生責任者能力向上教育* 18 8,100 10,100

衛生管理者受験準備勉強会（１種） 15・16 6・7 〇 17,820 22,000

衛生管理者受験準備勉強会（２種） 15 6 〇 11,610 14,660

説
明
会
等

全国安全週間説明会 4・5 用品代2,000

全国労働衛生週間説明会 〇 用品代2,000

労務管理研修会 〇 無料

労災保険実務研修会 4 無料

※講習会等は状況に応じて日程変更等あります。　　　　　　　　　＊主催：（一社）名古屋南労働基準協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付：名古屋東労働基準協会
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講  習  会  名 月 学科開催日 実技開催日 学 科 会 場 実 技 会 場 会　　費 申込

フォークリフト運転（31Ｈ）

5月

7

9・12・13 ポーラ名古屋ビル ＮＳＢ東海（車×）

32,650円 ま
ず
は
名
古
屋
東
労
働
基
準
協
会
へ
お
電
話
（
０
５
２
━
８
９
０
━
４
４
６
６
）
下
さ
い
。

9・12・13 ポーラ名古屋ビル ト ヨ タL＆F白 金

14・15・16 ポーラ名古屋ビル ト ヨ タL＆F白 金

11・18・25 ポーラ名古屋ビル トヨタL＆F北名古屋

13

14・15・16 ポーラ名古屋ビル ＮＳＢ東海（車×）

19・20・21 ポーラ名古屋ビル ＮＳＢ東海（車×）

19・20・21 ポーラ名古屋ビル ト ヨ タL＆F白 金

20
22・23・26 ポーラ名古屋ビル ＮＳＢ東海（車×）

22・23・26 ポーラ名古屋ビル ト ヨ タL＆F白 金

ガ ス 溶 接 技 能 19 24 ポーラ名古屋ビル トヨタグローバル 13,780円

酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 
作 業 主 任 者

7・8 12 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

17,910円19・20 22 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

21・22 26 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

特 定 化 学 物 質 及 び 
四アルキル鉛等作業主任者

13・14 ポーラ名古屋ビル
13,780円

27・28 ポーラ名古屋ビル

プ レ ス 作 業 主 任 者 15・16 ポーラ名古屋ビル 13,340円

乾 燥 設 備 作 業 主 任 者 19・20 ポーラ名古屋ビル 13,450円

石 綿 作 業 主 任 者 1・2 ポーラ名古屋ビル 13,280円

高 所 作 業 車 運 転 8

13 ポーラ名古屋ビル ポリテクセンター名古屋

42,134円14 ポーラ名古屋ビル ポリテクセンター名古屋

15 ポーラ名古屋ビル ポリテクセンター名古屋

機 械 研 削 と い し 特 別 26
27 トヨタグローバル トヨタグローバル

会　員 14,520円
非会員 17,520円

28 トヨタグローバル トヨタグローバル

局所排気装置自主検査者 12・13
15 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

会　員 58,500円
非会員 63,000円

16 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

マ ス ク フ ィ ッ ト テ ス ト 28 28 岡 谷 鋼 機 公 会 堂 岡 谷 鋼 機 公 会 堂 会　員 21,880円
非会員 26,080円

～お問い合わせは名古屋東労働基準協会へ～
2025年５月分　　　　※すでに定員満了の講習は未掲載

愛知労働基準協会　主催

— 　 —2



技能講習 ※1   　　 部分：土、日開催  　〇※：開催予定…日程が決まり次第ホームページでご案内します。 単位：円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

7(月) 7(水) 2(月) 1(火) 18(月) 29(月) 3(金) 1(土) 2(月)
8、9
10

9、12
13

3、4
5

2、3
4

19、20
21

30、10/1
10/2

7、8
9

4、5
6

4、5
6

7(月) 13(火) 2(月) 1(火) 18(月) 18(土) 1(土) 6(金)
11、14

15
14、15

16
6、9
10

7、8
9

22、25
26

21、22
23

7、10
11

9、10
11

15(火) 13(火) 10(火) 17(木) 18(土) 6(木) 6(金)
16、17

18
19、20

21
11、12

13
18、22

23
24、27

28
12、13

14
12、13

16
15(火) 20(火) 10(火) 17(木) 14(金) 16(月)
21.22

23
22、23

26
16、17

18
24、25

28
17、18

19
17、18

19
16(月) 16(月)
19、20

23
23、24

25
7(月) 7(水) 2(月) 29(月) 3(金) 1(土) 2(月)
8、9
11

9、12
13

4、5
6

10/1、2
10/3

6、7
8

4、5
6

3、4
5

15(火) 7(水) 2(月) 3(金) 6(木) 2(月)
16、17

18
14、15

16
9、10

11
10、14

15
7、10

11
6、9
10

15(火) 13(火) 10(火) 18(土) 6(木) 6(金)
21、22

23
19、20

21
13、16

17
20、21

22
12、14

17
11、13

16
20(火) 16(月) 18(土) 14(金) 16(月)
22、23

26
18、19

20
23、24

27
18、19

20
17、18

19
16(月)
23、24

25

(学)ポーラビル ７(月)

(実)トヨタL&F中部小牧 13(日)
20、27

(学)ポーラビル 7(水) 6(木) 2(月)

(実)トヨタＬ＆Ｆ中部 北名古屋 11(日)
18、25

9(日)
16、23

8(日)
15、22

(学)ポーラビル 10(火) 3(金)

(実)水谷運輸倉庫 15(日)
22、29

5(日)
12、19

9(水) 1(月) 9(木) 1(月) 6(火) 5(木)
10、11

14
2、3
4

10、14
15

2、3
4

7、8
9

6、9
10

9(水) 1(月) 9(木) 1(月) 6(火) 5(木)
15、16

17
5、8

9
16、17

20
5、8

9
13、14

15
12、13

16
31(木) 9(火) 9(火) 15(木) 16(月)
8/1、4

5
10、11

12
10、11

12
16、19

20
17、18

19

(実)NSB東海 31(木) 9(火) 9(火) 15(木) 16(月)
8/6、7

8
16、17

18
15、16

17
21、22

23
20、24

25
28(火)
29、30

2/2
28(火)
2/3、4

5

(学)江南地区会場

(実)稲葉製作所

(学)豊橋管内

(実)トピー工業豊川製造所

(学)とよはし産業人材育成セン
ター

13(火) 4(月) 11(火) 13(火)

(実)とよはし産業人材育成セン
ター

14、 15
16

5、 6
7

12、 13
14

14、 15
16

9(金) 20(金) 11(金) 5(金) 7(金) 6(金)
10、11

12
21、22

23
12、13

14
6、7

8
8、9
10

7、8
9

9(金) 20(金) 11(金) 5(金) 7(金) 6(金)
17、18

19
28、29

30
19、20

21
13、14

15
15、16

17
14、15

16

(学)ポーラビル

26(土)
27(日)

5(土)
6(日)

13(土)
14(日)

22(土)
23(日)

24(土)
25(日)

20(金)
21(土)

(実)トヨタＬ＆Ｆ中部 白金
28、 29

30
7、 8

9
15、16

17
24、25

26
26、27

28
22、 23

24

※2　通訳を介した講習です。①4月、11月(中国語、ベトナム語、英語、インドネシア語)、②7月、1月(ポルトガル語、ベトナム語、英語、インドネシア語)

65,000㉔ 4,000 69,000

フォークリフト
運転外国語講習※

2
（３５Ｈコース）
(学科2日・実技3日)

愛知労働
基準協会

豊橋協会

豊田協会

(実)NSB東海

⑬

⑭

⑯

⑰

⑫

④

(学)トヨタ安全衛生教育センター
(実)トヨタ安全衛生教育センター

(学)ポーラビル
(実)トヨタＬ＆Ｆ中部 白金

⑲

⑱

㉑

31,000

テキス
ト代
(税込)

○※

○※

○※ ○※

○※

⑩

⑳

合計
(税込)

①

2026年2025年 受講料
(税込)

1,650 32,650

②

⑤

⑨

⑦

⑪

○※

㉒

2025年度  講習会予定表（初版）

                                                 ③9月、3月(中国語、ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語)  受付は、愛知労働基準協会のみの受付となります。

講習会の名称
(講習日数)

申込受付
実施協会

講習会 実施場所
(学科)
(実技)

#

(学)ポーラビル
③

愛知労働局長
登録番号
第10号

【一般教育
   訓練給付金
       対象】

フォーク
リフト運転
（３１Ｈ

     コース）
(学科1日・
   実技3日)

全地区
協会

⑮

⑥

(学)NSB東海

㉓

⑫

⑧

— 　 —3



技能講習  　〇※：開催予定…日程が決まり次第ホームページでご案内します。 単位：円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(学)ポーラビル 7 19 9 18 27 13 1 21 6 9 9

(実)トヨタ安全衛生教育セ
ンター

12 24 14 26 30 20 4 22 13 17 14

(学)ポーラビル 29 16

(実)愛知製鋼 30 17

(学)ポーラビル

(実)大同特殊鋼
　   星崎工場

(学)豊橋管内

(実)日本車輛
　  豊川製作所

(学)トヨタ安全衛生教育セ
ンター

26

(実)トヨタ安全衛生教育セ
ンター

27

(学)西尾コンベンション
ホール

4

(実)アイシン  金型工機部 6

(学)ポーラビル 13、14 30、31 10、11 21、22

(実)トヨタ安全衛生教育セ
ンター

15 9/1 12 23

(学)8、9
(実)10or11

(学)7、8
(実)9or12

(学)9、10
(実)11or12

(学)7、8
(実)9or10

(学)4、5
(実)6or7

(学)2、3
(実)4or5

(学)14、15
(実)16or17

(学)10、11
(実)12or13

(学)1、2
(実)3or4

(学)13、14
(実)15or16

(学)2、3
(実)4or5

(学)2、3
(実)4or5

(学)14、15
(実)16or17

(学)19、20
(実)21or22

(学)17、18
(実)19or20

(学)22、23
(実)24or25

(学)19、20
(実)21or22

(学)8、9
(実)10or11

(学)20、21
(実)22or23

(学)17、18
(実)19or20

(学)16、17
(実)18or19

(学)26、27
(実)28or29

(学)17、18
(実)19or20

(学)10、11
(実)12or13

(学)22、23
(実)24or25

(学)21、22
(実)23or26

(学)23、24
(実)25or26

(学)28、29
(実)30or31

(学)25、26
(実)27or28

(学)23、24
(実)25or26

(学)28、29
(実)30or31

(学)25、26
(実)27or28

(学)22、23
(実)24or25

(学)24、25
(実)26or27

(学)16、17
(実)18or19

アイプラザ半田 (学)1、２
(実)3or4 〇※

豊橋協会
とよはし産業人材育成セ
ンター

(学)27、28
(実)29or30

(学)16、17
(実)18or19

(学)8、9
(実)10or11

トヨタ安全衛生教育セン
ター

(学)1、2
(実)3or4

(学)7、8
(実)9or10

豊田商工会議所 12、13
15or16

2、3 15、16 16、17 1、2 4、5 1、2 1、2 4、5 1、2 13、14 5、6 9、10

17、18 27、28 7、8 28、29 25、26 16、17 25、26 18、19 22、23 17、18 25、26

22、23 27、28

ポーラビル
(土曜・日曜)

7、8 15、16

アイプラザ半田 26、27 〇※

豊橋協会 豊橋管内 24、25 11、12 27、28 6、7 20、21 〇※

豊田協会
トヨタ安全衛生教育セン
ター

21、22 2、3 28、29 18、19 24、25 29、30

※3　通訳を介した講習です。中国語・ベトナム語での開催を予定しています。愛知労働基準協会のみの受付となります。

46,120 880

テキスト
代

(税込)

47,000

13,780

合計
(税込)

受講料
(税込)

講習会の名称
(講習日数)

申込受付
実施協会

講習会
実施場所

2025年 2026年

11,800 1,980 13,780

(学)(実)ポーラビル

15,600 2,310 17,910

全地区協会

12,900 880

愛知労働局長
登録番号
第13号

ガス溶接
(学科1日・
実技1日) ○※

〇※

豊橋協会

豊田協会

西尾協会

〇※

愛知労働局長
登録番号
第108号

有機溶剤
作業主任者
(学科2日)

全地区協会

ポーラビル

ガス溶接
外国語講習※3

(学科2日・
実技1日)

愛知労働基
準協会

愛知労働局長
登録番号
第111号

酸素欠乏・
硫化水素

危険作業主任者
(学科2日・
実技1日)

全地区協会

豊田協会
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 　〇※：開催予定…日程が決まり次第ホームページでご案内します。 単位：円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

8、9 13、14 18、19 9、10 7、8 8、9 2、3 4、5 3、4 15、16 2、3 12、13

23、24 27、28 23、24 15、16 19、20 18、19 14、15 15、16 26、27 11、12 26、27

24、25 25、26 29、30 30、31 24、25

ポーラビル
(土曜・日曜)

14、15 22、23

アイプラザ半田 28、29 〇※

豊橋協会 豊橋管内 10、11 2、3 29、30 30、31 1、2 〇※

豊田協会 トヨタ安全衛生教育センター 29、30 9、10 11、12 27、28 19、20

西尾協会
西尾コンベンション
ホール

26、27 17、18

全地区協会 ポーラビル 7、8 15、16 15、16 16、17 18、19 10、11 9、10 16、17

豊橋協会 豊橋管内 9、10

豊田協会 トヨタ安全衛生教育センター 7、8

ポーラビル 21、22 19、20 3、4 2、3 5、6 23、24 6、7 11、12 8、9 20、21 3、4 23、24

岡崎市竜美丘会館 28、29

産業技術センター(刈谷市) 4、5

豊橋協会
とよはし産業人材育成セン
ター

25、  26 

豊田協会 トヨタ安全衛生教育センター 16、17

全地区協会 ポーラビル 3、4 28、29 2、3 28、29 15、16 18、19 23、24

豊橋協会
とよはし産業人材育成セン
ター

26、27

2、3 1、2 5、6 15、16 14、15 12、13 10、11 12、13 30、31 6、7 18、19

30、10/1

ポーラビル
(土曜・日曜)

5、6 15、16

愛知労働局長
登録番号
第103号

鉛作業主任者
(学科2日)

全地区協会 ポーラビル 9、10 17、18 5、6 11、12 11,300 1,870 13,170

(学)日本会議室伏見支店 2 13

(学)ポーラビル 14

3、4
5、6

17、18
19、20

17、18
19、20

9、10
11、12

21、25
26、27

24、25
26、27

(学)日本会議室伏見支店 19

(学)ポーラビル 8 11 9

(実)ポリテクセンター
　   名古屋港

13or14
or15

24or25
or26

15or16
or17

14or15
or16

合計
(税込)

愛知労働局長
登録番号
第105号

特定化学物質及び
四アルキル鉛等

作業主任者
(学科2日)

全地区協会

ポーラビル

11,800 1,980 13,780

講習会の名称
(講習日数)

申込受付
実施協会

講習会
実施場所

2025年 2026年 受講料
(税込)

テキスト
代

(税込)

愛知労働局長
登録番号
第1427号

高所作業車運転
(学科1日・実技1日)

全地区協会

12,895

13,340

愛知労働局長
登録番号
第14号

プレス機械
作業主任者
(学科2日)

11,800 1,540

愛知労働局長
登録番号
第36号

乾燥設備作業主任者
(学科2日)

全地区協会

11,800 1,650 13,450

愛知労働局長
登録番号
第69号

はい作業主任者
(学科2日)

11,300 1,595

愛知労働局長
登録番号
第1158号

【一般教育訓練給付金対象】
ショベルローダー等運転
(学科1日・実技3.5日)

全地区協会 51,500 1,870

愛知労働局長
登録番号
第1307号

石綿作業主任者
(学科2日)

全地区協会
ポーラビル

(実)ポリテクセンター
　   名古屋港

11,300 1,980 13,280

53,370

40,000 2,134 42,134
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特別教育  　〇※：開催予定…日程が決まり次第ホームページでご案内します。 単位：円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(学)(実)SDG 14、15 19、20 16、17

(実)SDG 16、17 21、22 18、19

(学)(実)ポーラビル 18、19 21、22

(実)愛知製鋼 20 24

(学)(実)ポーラビル

(実)大同特殊鋼
　　星崎工場

18 29 27 11 1 1 24 7 5 19 13 25

30 14 22

(学)トヨタ安全衛生教育
センター 26 23 20 3 24

(実)トヨタ安全衛生教育
センター

27or28 24or25 21or22 4or5 25or26

(学)ポーラビル
16、17 25、26 6、7 1、2 26、27 16、17

(実)三菱電機
　  名古屋製作所

18or19
or20

27or28
or29

8or9
or10

3or4
or5

28or29
or30

18or19
or20

(学)エイジェック
21、22 23、24 14、15 8、9 20、21 10、11 2、3 2、3

(実)エイジェック 23or24
or25

25or26
or27

16or17
or18

10or11
or12

22or23
or24

12or13
or14

4or5
or6

4or5
or6

(学)トヨタ安全衛生教育
センター

(実)トヨタ安全衛生教育
センター

ダイオキシン
(学科1日)

全地区協会 ポーラビル 14 15

会員
6,600
非会員
7,610

490

990

7,090

8,600

粉じん
(学科1日)

全地区協会 ポーラビル 21 13 29 10 12 6

会員
6,600
非会員
7,900

380

880

6,980

8,780

全地区協会 (学)(実)ポーラビル (学)14
(実)15or16

(学)7
(実)8or9

(学)9
(実)10or11

(学)28
(実)29or30

(学)18
(実)19or20

(学)3
(実)4or5

(学)20
(実)21or22

(学)26
(実)27or28

(学)22
(実)23or24

(学)28
(実)29or30

(学)25
(実)26or27

(学)9
(実)10or11

豊橋協会 (学)(実)アイプラザ豊橋 (学)16
(実)17

電気自動車等の
整備に係る
特別教育

(学科・実技1日)

全地区協会 名鉄自動車専門学校
　〇※
２回

〇※

会員
9,320
非会員
9,320

875

1,375

10,195

10,695

石綿作業従事者
(学科1日)

全地区協会 ポーラビル 31

会員
6,270
非会員
7,270

479

979

6,749

8,249

25 23 27 11 1 22 24 17 5 13 20 27

28 26 30 14 4 27 25 14 24

テールゲート
リフター

(学科・実技1日)
全地区協会

(学)(実)
アイシン安全衛生
教育センター

5 21 23 20

会員
13,010
非会員
15,010

990

990

14,000

16,000

〇※

〇※ 〇※

〇※ 〇※ 〇※ 〇※

アーク溶接

(学科1、5日・
実技1、5日)

全地区協会

講習会の名称
(講習日数)

申込受付
実施協会

講習会
実施場所

710 20,210
会員

19,500

1,210 22,210
非会員
21,000

テキスト
代

(税込)

合計
(税込)

2025年 2026年 受講料
(税込)

自由研削といし・
取替・試運転

(学科・実技1日)

全地区協会

会員
8,800
非会員
9,880

820

1,320

9,620

11,200

(学)(実)ポーラビル

会員
13,200
非会員
16,200

1,320

1,320

34,980

40,480

(学)(実)ポーラビル
990

990

9,500

11,500

会員
22,230

非会員
24,230

270

770

22,500

25,000

〇※ 〇※

14,520

17,520

会員
8,510

非会員
10,510

会員
33,000
非会員
38,500

1,980

1,980

フルハーネス
(学科・実技1日)

全地区協会

機械研削といし・
取替・試運転

(学科1日・
実技0、5日)

全地区協会

産業用ロボット
(検査・教示)

(学科2日・
実技1日)

低圧電気
(学科1日・実技1日)

全地区協会
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能力向上・通達等  　〇※：開催予定…日程が決まり次第ホームページでご案内します。 単位：円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

全地区協会 ポーラビル 7、8 16、17 26、27

豊橋協会 アイプラザ豊橋 9、10

衛生推進者
(学科1日)

全地区協会 ポーラビル 12 9,900 1,100 11,000

(学)ポーラビル 12、13 2、3 8、9 8、9 19、 20 2、3

(実)ポーラビル
14or15
or16

4or5
or6

10or11
or12

10or11
or12

21or22
or23

4or5
or6

(学)SDG

(実)SDG

ポーラビル 12、13 14、15 23、24

日本特殊陶業市民会館
第1会議室

〇※

愛知労働局長

登録番号 第1478号

建築物石綿含有
建材調査者講習

(学科2日)

全地区協会 ポーラビル 21、22 17、18 18、19 9、10 17、18 22、23

会員
40,000
非会員
40,000 5,280

40,000

45,280

愛知労働局長
登録番号 第1519号

工作物石綿事前
調査者講習
(学科2日)

全地区協会 ポーラビル 25、26 21、22 29、30 20、21 20、21 9、10

会員
40,000
非会員
40,000 5,280

40,000

45,280

【化学物質製造事業場向け】

化学物質管理者
(学科2日)

全地区協会 ポーラビル 22、23 23、24 25、26

会員
23,020
非会員
28,020

1,980

1,980

25,000

30,000

【化学物質使用等事業場向け】

化学物質管理者
(学科1日)

全地区協会 ポーラビル 11 6 29 8 17 16

会員
13,020
非会員
15,020

1,980

1,980

15,000

17,000

免許試験勉強会 単位：円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

衛生管理者(一種)
(学科4日)

全地区協会 ポーラビル
27、28
29、30

1、2
3、4

16、17
18、19

6、7
13、14

8、9
10、11

9、10
11、12

会員
22,000

非会員
22,000

テキスト
4,120
問題集
2,420

テキスト
4,620
問題集
2,420

28,540

29,040

エックス線
作業主任者
(学科4日)

全地区協会 ポーラビル
2、3
4、5

6、7
8、9

20、21
22、23

会員
22,957

非会員
25,957

テキスト
3,691
問題集
3,352

テキスト
4,191
問題集
3,352

30,000

33,500

潜水士
(学科2日)

全地区協会 ポーラビル 2、  3

会員
14,010

非会員
15,710

テキスト
2,250
問題集
1,540

テキスト
2,750
問題集
1,540

17,800

20,000

1,650

1,650

18,150

20,350

〇※

会員
16,500
非会員
18,700

テキスト代
(税込)

合計
(税込)

受講料
(税込)

9,070

9,570

58,500

63,000

講習会の名称
(講習日数)

申込受付
実施協会

講習会
実施場所

2025年 2026年

安全衛生推進者
(学科2日)

15,400 1,430 16,830

局所排気装置
自主検査者

(学科2日・実技1日)
全地区協会

会員
49,430
非会員
53,430

〇※ 〇※ 〇※

受講料
(税込)

21,880

26,080

〇※

会員
21,000
非会員
25,200

880

880

会員
18,740
非会員
20,980

講習会の名称
(講習日数)

申込受付
実施協会

講習会
実施場所

2025年

作業環境測定士
(学科2日)

全地区協会 ポーラビル

テキスト代
(税込)

合計
(税込)

23、24

2026年

安全管理者
選任時研修
(学科2日)

全地区協会

27

マスクフィット
テスト実施者
養成研修

(学科・実技1日)

全地区協会
岡谷鋼機名古屋公会堂
4階ホール

28
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名古屋東労働基準監督署管内災害発生状況（令和７年発生分）
令和７年１月末日現在

業　　　　種 １月末日
現　　在 累　　計 前年同期 業　　　　種 １月末日

現　　在 累　　計 前年同期

製　　造　　業 3 3 2 建 設 業 2 2 

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

食 料 品 1 1 1 運 輸 交 通 業 1 1 4 

繊 維 陸 上 貨 物 業

木 材 ・ 木 製 品 商 業 6 6 （1） 5 

製 紙 ・ 印 刷 金 融 ・ 広 告 業 1 1 1 

化 学 保 健 衛 生 業 5 5 4 

窯業・土石製品 接 客 娯 楽 業 3 3 1 

鉄鋼・非鉄金属 清 掃 業 1 1 

金 属 製 品 そ の 他 の 事 業 1 

一 般 機 械 1 

電 気 機 械 1 1 

輸 送 用 機 械 合 計 22 22 （1） 18 

そ の 他 の 製 造 1 1 （注１）休業４日以上の死傷病報告受理件数を表す。
（注２）死亡者数は（　　）内に外数で表わす。（最新把握件数）

名古屋東労働基準監督署管内災害発生状況（令和６年発生分）
令和７年１月末日現在

業　　　　種 １月末日
現　　在 累　　計 前年同期 業　　　　種 １月末日

現　　在 累　　計 前年同期

製　　造　　業 4 （1） 89 （1） 104 建 設 業 3 （2） 78 82 

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

食 料 品 13 19 運 輸 交 通 業 3 55 54 

繊 維 1 2 1 陸 上 貨 物 業 1 8 6 

木 材 ・ 木 製 品 1 4 商 業 14 （2） 149 166 

製 紙 ・ 印 刷 （1） 2 5 金 融 ・ 広 告 業 1 55 37 

化 学 8 11 保 健 衛 生 業 13 171 311 

窯業・土石製品 3 1 接 客 娯 楽 業 5 78 68 

鉄鋼・非鉄金属 6 （1） 2 清 掃 業 1 50 （1） 51 

金 属 製 品 2 19 26 そ の 他 の 事 業 11 89 （1） 94 

一 般 機 械 8 9 

電 気 機 械 2 3 

輸 送 用 機 械 11 12 合 計 56 （5） 822 （3） 973 

そ の 他 の 製 造 11 15 （注１）休業４日以上の死傷病報告受理件数を表す。
（注２）死亡者数は（　　）内に外数で表わす。（最新把握件数）
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        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

66 ((11)) 88 88
食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 3 3
金 属 製 品 1
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 2 (1)
そ の 他 3 5 5

77 ((22)) 66 ((11)) 66 ((11))
 土 木 工 事 業

建 築 工 事 業 5 (1) 6 (1) 6 (1)
そ の 他 2 (1)

33 ((11)) 88 ((22)) 1100 ((33))
88 ((66)) 44 ((22)) 44 ((22))

 卸 売 業 1 2 2
小 売 業 6 (5) 2 (2) 2 (2)
そ の 他 1 (1)

22 44 44
33 ((11)) 33 ((11)) 33 ((11))

2299 ((1111)) 3333 ((66)) 3355 ((77))合合 計計

製製 造造 業業

建建 設設 業業

陸陸 上上 貨貨 物物 運運 送送 事事 業業
商商 業業

清清 掃掃 ・・ とと 畜畜 業業
上上 記記 以以 外外 のの 事事 業業

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和7年2月6日 時点の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和6年(速報値） 令和5年同時期(速報値) 令和5年確定値

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月別死亡災害発生状況積算グラフ

令和4年

令和5年

令和6年

愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和７年２月６日時点の速報値）
令和６年発生分 ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

年別
業種 令和６年（速報値） 令和５年同時期（速報値） 令和５年確定値

製 造 業 6 （1） 8 8

内訳

食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 3 3
金 属 製 品 1
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 2 （1）
そ の 他 3 5 5

建 設 業 7 （2） 6 （1） 6 （1）

内訳
土 木 工 事 業
建 築 工 事 業 5 （1） 6 （1） 6 （1）
そ の 他 2 （1）

陸 上 貨 物 輸 送 事 業 3 （1） 8 （2） 10 （3）
商 業 8 （6） 4 （2） 4 （2）

内訳
卸 売 業 1 2 2
小 売 業 6 （5） 2 （2） 2 （2）
そ の 他 1 （1）

清 掃 ・ と 畜 業 2 4 4
上 記 以 外 の 事 業 3 （1） 3 （1） 3 （1）
合 計 29 （11） 33 （6） 35 （7）
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        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

66 ((11))
食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属
金 属 製 品 1
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 2 (1)
そ の 他 3

77 ((22))
 土 木 工 事 業

建 築 工 事 業 5 (1)
そ の 他 2 (1)

33 ((11))
11 ((11)) 88 ((66))

 卸 売 業 1
小 売 業 1 (1) 6 (5)
そ の 他 1 (1)

11 22
11 33 ((11))
11 22 ((11)) 2299 ((1111))合合 計計

製製 造造 業業

建建 設設 業業

陸陸 上上 貨貨 物物 運運 送送 事事 業業
商商 業業

清清 掃掃 ・・ とと 畜畜 業業
上上 記記 以以 外外 のの 事事 業業

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和7年2月6日 現在の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和7年速報値 令和6年同時期(速報値) 令和6年速報値
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月別死亡災害発生状況積算グラフ

令和5年

令和6年

令和7年

愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和７年２月６日現在の速報値）
令和６年発生分 ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

年別
業種 令和７年（速報値） 令和６年同時期（速報値） 令和６年確定値

製 造 業 6 （1）

内訳

食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属
金 属 製 品 1
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 2 （1）
そ の 他 3

建 設 業 7 （2）

内訳
土 木 工 事 業
建 築 工 事 業 5 （1）
そ の 他 2 （1）

陸 上 貨 物 輸 送 事 業 3 （1）
商 業 1 （1） 8 （6）

内訳
卸 売 業 1
小 売 業 1 （1） 6 （5）
そ の 他 1 （1）

清 掃 ・ と 畜 業 1 2
上 記 以 外 の 事 業 1 3 （1）
合 計 1 2 （1） 29 （11）
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「労災保険実務研修会」を開催しました

　２月４日（火）名古屋市工業研究所において、「労災保険実務研修会」を開催しました。
この研修会は毎年２月のこの時期に名古屋東労働基準監督署のご協力を頂いて開催して
おり、労災保険について学ぶ場となっております。

　まず名古屋東労働基準監督署 署長の山本様のご挨拶をいただいた後、名古屋東労働基
準監督署 副署長の高羽様からご講演をいただきました。講演は「労災保険給付の概要に
ついて」と題し、ご自身の経験を踏まえた具体的で解り易いご説明をいただきました。

　ご参加いただいた皆様には、お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。

名古屋東労働基準協会　労務管理部会

会場

山本署長 高羽副署長
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安全経営あいち推進大会2024　開催報告
　令和７年１月27日（月）、愛知労働局は、当協会及び建設
業労働災害防止協会愛知県支部と共催し、各地区労働基準
協会及び各労働災害防止団体の協力により、日本特殊陶業
市民会館フォレストホール（名古屋市中区金山）において、
安全経営あいち推進大会2024を開催しました。この大会は、
会場参加に加え、YouTubeチャンネルの同時配信により
行われました。
　初めに、愛知労働局長 小林 洋子 氏により、開会にあた
り、「この大会は、2022年度から2024年度までの計３回の
開催を企画しており、今回で最終回を迎えることとなりま
した。過去２回の大会では、『安全』が他の分野とも密接につながっていることをテーマ
に、『安全経営あいち』の理解を深めていき、そして、最終回となる今回のテーマは『企
業の飛躍に向けて』とし、安全経営あいち®の理念である『リスクアセスメントを通じP

（生産性）Q（品質）C（原価・
経済性）D（納期・生産量）
S（安全）M（士気）E（環境）
はひとつにできる』を紐
解いたうえで、企業の飛
躍へとつなげていただき
たいと思います。」と挨拶
がありました。
　次に、ナビゲーター役
の愛知労働局 豊田労働
基準監督署 安全衛生課長 
村木 豊 氏が、企業価値の向上に向けた企業の取組事例（「建設業のイメージアップ戦略」、

「モノづくりに貢献できるプロフェッショナルの育成の秘訣とは」、「最新技術導入による
業務効率化」、「誰もが活躍できる職場環境整備」、「稼ぐ力ベストプラクティス活動」を
動画で紹介し、ポイントを解説しました。
　続いて、トークセッションでは、コーディネーター役の同局 半田労働基準監督署 安
全衛生課長　松井 賢介 氏が、パネリストの（株）FTS 取締役社長 磯部 利行 氏、社会福
祉法人サン・ビジョン 理事 富樫 拓也 氏、（株）伊藤工務店 安全環境本部長 神谷 泰生 氏
と企業の成長に繋がる３つのキーワード「イキイキとした職場」、「みんなとともに」、「収
益向上」をテーマに、議論し、「安全経営あいち®」のPQCDSMEの視点を組織全体で取
り組むことの大切さをあらためて認識しました。
　最後に、同局労働基準部長 髙橋 嘉寿満 氏により、「リ
スクアセスメントの本質は、現場の実態を漏れなく調べる
ことにある。
　この視点は、企業経営において必要なPQCDSMEのすべ
ての要素に共通するものである。これらの要素は決してト
レードオフの関係ではなく、互いに良い影響を与えること
ができる。
　部署や企業、官民の垣根をも越え、安全衛生管理と事業
運営を一体的に進めることで、重篤な労働災害をゼロにす
ることはもちろん、更なる企業価値を創造し続けることが、
私たちが目指すべき共通目標である。
　「挑戦を続ける未来のために」、「成長を続ける皆の笑顔のために」、私たちは、これか
らの企業の飛躍に向けて、この価値創造の旅の備忘録としてここに記す。」との大会宣言
を行い、閉会となりました。
　なお、会場ロビーでは、安全経営あいち®への道（同局が歩んできた道のり）の展示、
改善事例の紹介や参加者から意気込み等の寄せ書きを募集していました。

愛知労働局　小林局長

半田署　松井安全衛生課長とパネリスト

愛知労働局　髙橋労働基準部長

豊田署　村木安全衛生課長
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｢ネパール｣
　私が就職した頃は海外へ旅行する人も少なく、外国の料理を食べる機会もありません
でしたが、現在は日本国内で世界各地の料理を食べることができます。そのなかでもイ
ンド料理店はどの都市にも見かけるようになりましたが、インド料理店の従業員の大部
分はネパール人です。ネパールの主な産業は観光と農業で、外国へ輸出できる産業が少
ないためか、全人口の５分の１は国外で働いていると聞いています。日本など出稼ぎ労
働者からの送金に依存しているそうで、出稼ぎ国家と言われる時期もあったようです。
　日本との時差は「３時間15分」と中途半端で、国旗は長方形でなく三角形２つが繋がっ
ているなど珍しい特徴もあります。日本では2011年３月に東日本大震災がありましたが、
ネパールでも2015年４月に大地震が発生し、当時の状況が繰り返しＴＶニュースで流れ
ていたので覚えている人がいるかもしれません。
　以前にコラムで投稿したインド旅行の続きになりますが、インドで数日間を過ごした
後にネパールへ行きました。現在は都市部を中心に急速に発展が進んでいますが、私が
訪れた時はインドと対照的で喧騒感も無く静かで、世界遺産でもある古都カトマンズで
は昔ながらの入り組んだ路地を歩き、建設工事では足場を使用せず長く広幅な梯子を利
用していました。日本の長野県に近いような風景で、大きな盆地はありませんが、山に
囲まれた平野が多く、空も澄んで空気が綺麗で、ネパール人の顔も日本人に少し似てい
るように思えました。観光としては、エベレストがあるヒマラヤ山脈で知られているため、
上空からの遊覧飛行や、第２の都市ポカラからトレッキングで壮大な山々を眺めたりす
る旅行者が絶えず、街の中心地でも標高が3000ｍ以上あるので遠くに見ることができます。
　また、ネパールはインドとチベット（中国）の間に位置し、経済はインドに依存して
いますが、旅行している時は様々な場面で多民族国家の影響に遭遇します。挨拶は「ナ
マステ」ですが、インドのサリーでなくミャンマーのロンジーのような服を着用してい
ます。大多数はヒンドゥー教ですが、「ルンビニ」という街はブッダ生誕の地として世界
遺産に登録されており、チベット仏教のマニ車（回すだけで経文を読んだことになる）
によって功徳を得られるという習わしも寺院の随所で見られました。
　最近は日本でもネパール料理店が増えてきており、インド料理とは違った風味と雰囲
気が味わえますので、来店していただくとネパール人への理解も深まるかと思います。

監督署長のつぶやき
名古屋東労働基準監督署長

山　本　祥　喜

連 載
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「はい、こちら企業の労働１１０番です」。
業務の属人化
佐野孝輔社会保険労務士事務所　所長
名北労働基準協会　労務管理コンサルタント
社会保険労務士　佐野孝輔

　「はい、こちら企業の労働110番です。」
　今回の相談者は、従業員約100名の運輸倉庫業の総務担当の方です。
　倉庫部門のリーダーとして長年勤務しているＡ氏の時間外労働が多いことに悩んでいます。
Ａ氏には、ほかの従業員へ仕事を割り振ったり、休日出勤をしないよう呼びかけていますが、責
任感も強くなかなか改善しません。このような社員は一見会社に忠実で、業務に誠実なありが
たい存在に思えるかもしれません。しかしここには業務の「属人化」という問題もあります。今
回取り上げる業務の属人化は、長時間労働や会社全体の業務の非効率化にもつながる問題です。
　属人化とは、本来チームや役職、担当に属するべき業務が特定の個人に依存している状況を
いいます。これによって起こる問題としては、在庫管理・品質保持のスキルが部署で共有され
ない、それによって良質なサービスが提供されにくいことが挙げられます。さらに、トラブルの
発覚が遅れること、当該社員の不在・退職時に引き継ぎが難しく、会社に損害を与えるリスク
もあります。また、個人が培った知見が会社に残らない、不正のリスクが高まるという問題もあ
ります。
　
　属人化はなぜ起こってしまうのでしょうか。
　まず考えられるのは、忙しくて今の業務を「標準化、マニュアル化」する時間をとれないこと、
共有素材を作る環境やツールが整備されていないことです。また高度な専門知識を要する業務
や、マニュアルでは手順方法を伝えにくい、経験がものをいう業務も属人化が起こりやすいで
しょう。個人の成績が重視される職場では、わざと知見を共有しない場合も考えられます。余
人をもって代えがたい存在であることをアピールする、そんな属人化もあるでしょう。
　属人化は、その社員の責任感を高め、やる気の向上、さらには専門家が育つというメリットも
ありますが、それは一時的です。それ以上のデメリットがあるのです。では、どのように属人化
の問題に対処すればよいのでしょうか。
　
　ここでは属人化を解消するための方法をステップごとに紹介します。
　まずは属人化されている業務を把握します。マニュアルがない、あるが見直しされておらず
現状に合っていない、進捗状況の説明ができる社員が一人しかいない、などが属人化されてい
る業務の特徴です。担当者が不在になると、たちまち停滞する業務も改善対象です。
　次に、改善業務を把握したら、現場担当者の意見を聞きながら、作業工程表を作成します。
ここでは、効率の悪い作業や慎重に行うべき作業を可視化することがポイントです。
　続いて、出てきた作業工程ごとに改善点も含め、マニュアルを作成します。ここでも担当者
の経験や知見を参考にして、最も効率がよく、標準化しやすい手順方法をとります。出来上がっ
た工程マニュアルは現場に定着させて、更に最善の状態にアップデートし続けることがとても
大事です。
　ぜひ業務の属人化を解消して、長時間労働の防止、トラブル発生リスクの低減に取り組んで
ください。
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令和６年監督指導白書
― 監督指導のうち法令違反は67.9％、うち「労働時間」が16％を占める ―

名古屋東労働基準監督署

　当署が令和６年に実施した監督指導結果の概要（速報値）をお知らせします。
　会員各位におかれましては、この結果をご参考にしていただき、適正な労務管理を行っ
ていただきますようお願いいたします。

【監督実施状況】】（表 参照）
　令和６年は、改正労働基準法等に基づく長時間労働の抑制及び過重労働による健康障
害防止、中小企業及び時間外労働の上限規制の適用開始業務等の事業場に対する一般労
働条件確保・改善対策、労働災害の発生状況等に応じた労働災害の防止を重点課題に掲げ、
736件の事業場に対して監督指導を実施しました。

○違反率
　監督指導を実施した736件のうち500件（67.9％）の事業場で、労働基準法、最低賃金
法あるいは労働安全衛生法の違反が認められました。この比率を「違反率」といいますが、
当署の違反率は愛知労働局全体の違反率である62.4％よりも5.5％高くなりました。
　違反率が高い業種は、商業（78.5％）、接客娯楽業（77.3％）、製造業（69.6％）、建設業

（66.5％）となっています。

○労働条件等に関する違反
　労働時間に関する違反が最も多く118件（16.0％）となっており、36協定未届出、36協
定限度時間超え等の違反が認められました。
　次いで、割増賃金に関する違反が多く107件（14.5％）となっており、算定時間数不足、
算入すべき手当が含まれていない等の違反が認められました。
　さらに、労働条件通知書未交付が71件（9.6％）、就業規則未作成・未届が52件（7.1％）、
賃金台帳に労働時間等未記載が36件（4.9％）認められました。

○健康診断に関する違反
　健康診断（特殊健康診断を含む）を実施していない事業場が61件（8.3％）、健康診断
の結果、異常所見を認めた労働者について、健康を保持するための必要な措置として医
師等から意見聴取を実施していない事業場が109件（14.8％）認められました。
　雇入れ時及びその後１年以内ごとに１回（特殊健康診断は６か月以内ごとに1回）、定
期的に健康診断を実施し、その結果、異常所見を認める労働者については、今後におけ
る就業可否や配慮すべき事項について医師から意見を聴取し、事業者は当該意見を踏ま
えつつ、労働者の実情を考慮したうえで、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短
縮等の必要な事後措置を講じることにより、労働者の健康保持を図る必要があります。
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○安全衛生管理体制に関する違反
　令和６年に監督指導を実施した労働者数50人以上の事業場127件のうち、常時50人
以上の労働者を使用する事業場に義務付けられる安全管理者が未選任の事業場は２件

（1.6％）、衛生管理者が未選任の事業場は16件（12.6％）、産業医が未選任の事業場は9件
（7.1％）、安全衛生委員会等に関する違反が認められた事業場は８件（6.3％）でした。
　各事業場において、安全衛生管理体制を整備し、自主的・組織的な管理を進めることで、
労働者の健康保持・増進を図ってください。特に、事業場における過重労働対策及びメ
ンタルへルス対策の実施基準の確立が重要と考えます。

○働き方改革関連法による法改正に伴う違反
　時間外労働・休日労働の合計が１ヶ月100時間以上あるいは２ないし６月を平均して1ヶ
月当たり80時間を超えた（労働基準法第36条第６項）違反が35件（4.8％）認められました。
　また、年５日の年次有給休暇未取得が71件（9.6％）、年次有給休暇管理簿の未作成・未
保存（労働基準法施行規則第24条の７）が49件（6.7％）認められました。
　さらに、労働時間の未把握（労働安全衛生法第66条の８の３）違反が50件（6.8％）認めら
れました。これは、長時間労働者に対する医師との面接指導を実施するため、事業者が
労働者（管理監督者、みなし労働時間適用者を含む全労働者）の労働時間の状況を把握す
ることを義務付けたものです。賃金の適正支払いの観点からも当然に必要なことですが、
労働者の健康確保のための必要な措置や配慮が行い得るよう、労働時間の適正把握への
取り組みが事業者に求められています。

【申告処理状況】
　申告とは、労働者が「給料が支払われない」「残業代が支払われない」「解雇予告手当
が支払われない」「健康診断が実施されない」などの労働関係法令違反について、監督署
に個別に指導を求めることです。申告を受けて、労働基準監督官は事業場に対して調査
を行い、違反が認められた場合は違反の是正勧告を行います。
　令和６年の申告処理件数は246件で、前年より47件増加しました。申告内容は、定期賃
金不払、割増賃金不払、解雇予告手当不払など、金銭に関わるものがほとんどとなって
います。
　業種別に見ると、建設業が最も多く49件（19.9％）、次に商業と保健衛生業がそれぞれ
42件（17.1％）となっております。

○会員事業場の皆さまへのお願い
　労使のトラブルを未然に防ぐためには、労働契約締結時の際に労働条件通知書を交付
し、労働契約内容を明らかにしておくことが必要不可欠で、さらに、労働者数が10人以
上の事業場においては、就業規則を労働者に説明し、周知を図ることが重要です。
　また、割増賃金に関しては、時効が令和２年４月より５年（当分の間は３年）となって
おり、労働者からの申告により、過去に遡って数百万円の支払いを余儀なくされた事例
もあります。事業場内でのトラブルが顕在化する前に、いま一度、労務管理状況を点検
のうえ、トラブルの未然防止に万全を期していただくようお願いします。
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令和６年監督実施状況及び措置状況
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等
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労

働

時
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製 造 業 135 94 69.6% 3 8 21 0 7 18 15 4 0 5 4 13 1 4 1 15 1 29 14 19 5 2 6 12 28 2 

建 設 業 215 143 66.5% 11 12 12 2 1 6 6 3 6 6 0 5 0 1 2 4 0 73 2 3 2 4 0 5 8 6 

運輸交通業 27 11 40.7% 0 2 6 0 2 3 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2 

工業的業種 378 248 65.6% 14 22 39 2 10 27 23 7 9 12 5 18 1 5 3 19 1 103 16 22 7 6 6 18 40 10 

商 業 107 84 78.5% 0 19 27 0 6 23 15 14 13 13 6 6 0 2 1 0 2 4 0 1 1 1 0 11 19 17 

保健衛生業 87 53 60.9% 0 8 15 2 2 19 8 14 2 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 3 

接客娯楽業 66 51 77.3% 0 16 12 2 4 21 15 10 8 16 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 4 9 

その他の事業 55 34 61.8% 0 2 17 2 9 7 7 3 2 1 0 2 0 3 3 0 3 2 1 0 0 0 0 4 13 5 

非工業的業種 358 252 70.4% 1 49 79 8 25 80 48 45 27 37 12 17 1 11 6 0 7 11 2 2 1 1 0 43 69 40 

合 計 736 500 67.9% 15 71 118 10 35 107 71 52 36 49 17 35 2 16 9 19 8 114 18 24 8 7 6 61 109 50 

注１）　複数の法違反が認められた事業場があるため，違反件数は重複しています。
注２）　業種は主要なもののみ掲載しています。
注３）　　　　　は働き方改革関連法に係る改正項目です。

死 亡 災 害 速 報（１月） 愛知労働局

発生日時 事故の型/起因物 災害発生状況・原因

R
2 0 2 5
7.１.18.

8:45
は さま れ･巻 き 込 ま れ
移 動 式 ク レ ー ン

　船舶から粉状の石膏を降ろす作業において、船外の移動式クレー
ンで船倉内の石膏をバケットでつかみ、巻き上げたところ、バケッ
トが振れ、船倉内で壁面に付着している石膏を掻き落とす作業を
していた被災者が、バケットと船倉壁面に挟まれ死亡したもの。

 事
規 模

業場　10～29名以下 業
種　港湾運送業 40代 積み卸し作業者 経

験　1年

— 　 —17



経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク

◆ ご不明点がございましたら、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

平成 年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めて
いた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認めら
れていますが、その経過措置も 年 月 日をもって終了します。

高

経過措置期間は 年３月 日までです
４月１日以降は別の措置により、

高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります

■ 定年制の廃止
■ 歳までの定年の引き上げ
■ 希望者全員の 歳までの継続雇用制度の導入

令和７ 年 月 日以降は、高年齢者雇用確保措置 ※として
以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

※ 高年齢者雇用安定法第 条第 項に基づき、定年を 歳未満に定めている事業主は、
雇用する高年齢者の 歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じなければ
なりません。

！

■ 経過措置の流れ
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